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２ 乳がんと診断され、通院による治療と仕事の両立を目指
すも、疲労感が強く、いったん治療に専念することとした

事例 
 

Ｂさん 

治療の状況 企業の状況 

がん種 治療状況 企業規模 職種等 産業医等 

４0代 

女性 

乳がん 

手術 

放射線治療 

中小企業 

パートタイマー 

（百貨店ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 

店頭販売職） 

嘱託産業医 

1名 

 

（１）事例の概要 
ア 基本情報 

Bさんは、百貨店で店頭販売員（パートタイマー）として勤務する 40代女性である。 

週 5日勤務（土曜日・水曜日が休日）であり、1日当たりの所定労働時間は 10時～18時

（休憩 1時間）の 7時間である。セールなどの繁忙期は時間外労働が多く、休みがとりづら

い。Bさんは経験年数が長く、人の出入りが多い職場で頼りにされる存在となっている。 

本社に嘱託産業医が 1名おり、月 1回会社に来訪し、従業員の面談等を行っている。 
 

イ 両立支援を行うに至った経緯 
B さんが乳がん検診を受けたところ、がんが見つかった。治療については、入院して手術

を行い、その後放射線治療、ホルモン療法をすることを主治医より提案された。手術のため

の入院期間は数日の予定であったため、B さんは職場の上司に相談し、入院とその後の自宅

療養期間については有給休暇を利用することとし、手術を受けることにした。手術は無事終

わり、予定どおり退院できた。 

その後の自宅療養期間中に、経過観察のため病院を受診したところ、主治医から、今後は

放射線治療を行うこととするので、平日毎日の通院が必要であること、またこの治療は仕事

をしながら行う人もいるとの話があった。早く仕事に戻りたいと考えていた Bさんは上司に

相談することとした。 

相談を受けた上司としても、これから繁忙期を迎える時期であり、短時間でも仕事に戻っ

てきてほしいと考えていたところであったため、さらに産業医も交え、治療を受けながらど

のように働くか、検討することとした。 
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（２）様式例の記載例 
ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 
手術後の自宅療養中に、B さんと人事、上司、産業医とで今後の働き方について話し合っ

た結果、これからは繁忙期のため休憩がとりづらいこと、毎日通院が必要であることを踏ま

え、放射線治療中は短時間勤務で働くプランを検討することとした。 

話し合った案で問題がないかどうかについて、当面の治療スケジュールや治療による仕事

への影響、体調管理のための注意点を主治医に確認する必要があると考えられたため、勤務

情報提供書を通じて主治医に意見を求めることとした。 

 

イ 主治医意見書 【医師において作成】 
主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、B さんに通勤や仕事の内容、

復職に向けて悩んでいることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載された質問内容

を中心に、主治医意見書を作成した。 

放射線治療は平日毎日の通院が必要となることから、通院への配慮が得られるよう、所要

時間も明記した。立ち仕事で身体的負荷がかかることから、休憩等の配慮が望ましい旨を記

載した。また、放射線治療後はホルモン療法を実施する予定であるが、副作用の症状や強さ

は個人差があり、現段階では望ましい配慮について意見ができないため、状況に応じた対応

を求める内容とした。 

 

ウ 職場復帰支援プラン 【事業者において作成】 
○初回のプラン作成 
主治医意見書を踏まえ、再度 Bさんと人事、上司、産業医とで話し合った結果、当初の予

定どおり、放射線治療中は午後のみの短時間勤務とし、職場では体調不良時の休憩場所を確

保することとした。その後、ホルモン療法が予定されているが、体調を見ながら徐々に通常

勤務に戻すことを計画した。産業医とは月 1回の来社日に合わせて面談し、問題があればプ

ランを見直すこととした。 

 

○プランの見直し 
放射線治療開始から 2週間ほど経ったころ、Bさんから上司に対し、予想以上に倦怠感が

強く、通勤が辛くなったため、しばらく休みたいとの申出があった。上司、人事、産業医で

相談を行い、プランを見直すこととした。具体的には申出のとおりしばらく休業することと
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し、B さんがいない間は人員を補てんすることとし、放射線治療終了後は店頭販売職として

短時間勤務で復職することについて検討した。プランの見直しの検討にあたって、業務調整

のため、治療スケジュールに変更はないか、主治医に確認する必要があったため、B さんは

病院を受診した際に主治医に尋ねることとした。 

主治医からは、倦怠感はよくある症状であること、場合によっては放射線治療を 1週間追

加すること、放射線治療終了後に予定されているホルモン療法は通院頻度が少なくなる（3か

月に 1回）ので、体調次第で短時間勤務での復職も可能であるだろうとの説明があった。 

主治医の意見を踏まえ、B さん、人事、上司、産業医とで再度話し合い、放射線治療中の

３～４週間は休み、放射線治療終了後、短時間勤務により復職し、体調に問題がなければ徐々

に通常の勤務に戻るプランを作成することとした。また、治療が変わるタイミングや通院の

タイミングにあわせて面談を行い、適時プランの見直しを行うこととした。 

 

（３）その他留意事項 
がん治療として薬物療法（抗がん剤治療）を行う場合がある。薬物療法を行う場合、副作

用として、吐き気や免疫力の低下等のほかに、脱毛など、外見に関わる症状が出る場合があ

る。ウィッグ（医療用のかつら）をつける場合には更衣が難しい場合もあることから、服装

等への配慮も重要である。 
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勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例   

    

  

・通院や体調不良時などのために、年次有給休暇の利

用可能日数を記載 

・情報の提供・活用目的の明記が必要 

・いずれは元の業務内容に復帰することを念頭に、具

体的に仕事の内容を記載 

・作業負荷を伝えるため、長時間にわたり立ち仕事で

あること、対人業務があることを記載 

・労働者本人と話し合い、現時点で想定している復職

後の働き方について記載し、事業者や労働者が悩ん

でいること、主治医に相談したいこと等、特に主治

医の意見がほしい点について明記 

・業務調整のために、治療の今後の見通しについて質

問 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当

者、連絡先を明記 

・必要に応じて時間単位の年次有給休暇、時差出勤、

短時間勤務制度の利用が可能であることを確認し、

チェック 

医療機関が確認する際のポイント 

・記載されている復職後の働き方について、問題がな

いか確認 

・特に意見を求められている点について確認 

・立ち仕事であるなど、身体的な負荷がかかるため、

短時間勤務であっても休憩等の配慮が必要であると

判断 

・放射線治療後はホルモン療法を予定しているが、副

作用の症状は個人差が大きいため、具体的な配慮事

項に関する意見は現時点では記載できないと判断 

労働者・事業者が作成する際のポイント 

・放射線治療中は少なくとも 25回の通院が必要であ

り、労働者に通院時間の確保の方法を確認 

・通院には年次有給休暇を使わず、短時間勤務で対応

する予定であることを確認 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事する予

定であるのかを確認 

・復職を予定している業務について、必要となる要件

（立位、対人業務等）を確認 

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者に要望や不安の有

無等について確認 

・労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業者に確

認した上で署名 
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職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例 
 

 

 

 

    

  

・通院のために必要な時間を確認 

・ホルモン療法時は通院頻度が少なくなることや、副

作用に個人差があることを念頭に、体調を見ながら

プランの作成を検討 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問

事項に対する回答を記載 

・放射線治療でよくみられる副作用を記載するとともに、随

時休憩が取れるよう配慮を求める意見を記載 

・ホルモン療法の予定を記載するが、具体的な副作用や必要

な配慮事項は個人差があるため、状況に応じて配慮が必要

である旨を記載 

・通院への配慮が得られるよう、通院頻度や通院に要する時

間を明記 

・勤務情報提供書に記載されていた復職後の働き方につい

て、現在の労働者の状況や治療の予定を踏まえ、復職につ

いての検討が可能かどうか意見を記載 

医療機関が作成する際のポイント 

・ガイドラインで示された情報の取扱いに則り情報を

取り扱う 

事業者が確認する際のポイント 
・今後の治療スケジュールを確認 

・通院への配慮や体調の変化への配慮が必要である旨

確認 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・短時間勤務での対応が可能である旨確認 

・休憩を取りやすい環境整備が必要である旨確認 

・ホルモン療法が予定されており、必要な配慮に関し

ては治療開始後、体調を見ながら調整する必要があ

ることを確認 

・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措

置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める

時期の目安になる 
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職場復帰支援プランの記載例（初回プランの作成）   

   

  

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 

・放射線治療中は通院・体調への配慮のため短時間勤

務とし、放射線治療終了後は体調を見ながら徐々に

通常勤務に戻すプランを設定 

・短期的な目標として、最初の 6週間程度は平日毎日

の通院と短時間勤務での仕事を両立すること、長期

的な目標として、通常勤務に戻ることを設定 

・主治医、産業医の意見を勘案し、労働者本人との話

合いも踏まえ、職場復帰支援プランを作成 

・平日毎日の通院があること、通院に要する時間を明

記し、人事、上司、産業医、に限りプランを共有 

・産業医とは月 1回の来社日に合わせて面談を行い、

適時プランを見直す旨を記載 

・放射線治療終了時に再度面談を行い、その後の働き

方について検討する計画を明記 

・放射線治療中は倦怠感が出やすいとの主治医意見書

を踏まえ、休憩場所の確保を明記 

事業者が作成する際のポイント 
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職場復帰支援プランの記載例（プランの見直し）   

  

・休業中は治療・療養に専念する旨明記 

・主治医意見書を踏まえ、放射線治療終了後は体調を

見て面談を行い、具体的な働き方を検討することを

明記（現時点の案として、短時間勤務で復職するこ

とを記載） 

・労働者の申出を受け、休業する旨明記 

・復職を検討するタイミング、面談の実施予定を明記 

・休業中の連絡は労働者と取り決めた方法により行う

旨を明記 

・面談の実施時期を記載 

・今後予定されるホルモン療法に関して現時点では具

体的な記載はできないため、状況に応じて配慮を検

討する方針を記載 

事業者が作成する際のポイント 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 


